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名 取 市 移 住 支 援 金 支 給 要 綱  

（目 的 ）  

第 １ 条  移 住 を 希 望 す る 者 の 移 住 経 費 の 負 担 を 軽 減 す る た め 、 東 京 圏

（ 埼 玉 県 、 千 葉 県 、 東 京 都 及 び 神 奈 川 県 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 市 へ

移 住 す る 者 が 、 移 住 支 援 金 の 支 給 要 件 を 満 た し た 場 合 に 、 予 算 の 範

囲 内 に お い て 移 住 支 援 金 （ 以 下 「 支 援 金 」 と い う 。 ） を 支 給 す る も の と し 、

そ の 支 給 等 に つ い て は 、 宮 城 県 移 住 支 援 事 業 ・ マ ッ チ ン グ 支 援 事 業 ・

地 方 移 住 支 援 窓 口 機 能 強 化 事 業 実 施 要 領 （ 以 下 「 県 実 施 要 領 」 と

い う 。）に 定 め る もの のほか 、こ の 要 綱 の 定 め ると こ ろ によ る 。  

（支 援 金 額 ）  

第 ２ 条  支 援 金 の 額 は 、世 帯 区 分 に 応 じ 次 の 各 号 に 定 める 額 と す る。  

 （ １）  世 帯 で の移 住 の 場 合  １， ０ ００ ，０ ０ ０円  

 （ ２）  単 身 で の移 住 の 場 合  ６０ ０ ，０ ００ 円  

 （ ３）  １ ８ 歳 未 満 の世 帯 員 を 帯 同 し て移 住 す る場 合 の 加 算  １， ０ ００ ， ０

００ 円 （ １ ８歳 未 満 の世 帯 員 一 人 につ き）  

（対 象 者 要 件 ）  

第 ３ 条  支 援 金 の 対 象 と な る 者 は 、 申 請 時 に お い て 、 次 の 第 １ 号 か ら 第 ９

号 ま で の い ず れ の 要 件 に も 該 当 し 、 世 帯 の 申 請 を す る 場 合 に あ っ て は

第 １ ０ 号 の 要 件 を 満 た す 者 と し 、 １ ８ 歳 未 満 の 世 帯 員 の 加 算 を 申 請 す

る場 合 は 第 １ １ 号 の 要 件 を 満 た す者 と する 。  

（１）  県 実 施 要 領 第 ５ の１ （１ ）①（ア ） に該 当 す るこ と 。  

（２）  令 和 ７年 ４ 月 １日 以 降 に 転 入 し たこ と  

（３）  支 援 金 の 申 請 時 にお い て 、転 入 後 １年 以 内 で あ るこ と 。  

（ ４ ）  市 に 支 援 金 を 申 請 し た 日 （ 以 下 「 申 請 日 」 と い う 。 ） か ら ５ 年 以 上

継 続 し て居 住 す る 意 思 を 有 し てい るこ と 。  

（ ５ ）  暴 力 団 等 の 反 社 会 的 勢 力 又 は 反 社 会 的 勢 力 と 関 係 を 有 す る

者 で ない こ と 。  

（ ６ ）  日 本 人 で あ る 、 又 は 外 国 人 で あ っ て 、 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定

法 に 定 め る 「 永 住 者 」 、 「 日 本 人 の 配 偶 者 等 」 、 「 永 住 者 の 配 偶 者
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等 」 、 「 定 住 者 」 、 及 び 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を

離 脱 し た 者 等 の 出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法 に 定 め る 「 特 別 永 住 者 」

のい ずれかの 在 留 資 格 を 有 す るこ と 。  

（７ ）  過 去 １０ 年 以 内 に 申 請 者 を 含 む 世 帯 員 と し て移 住 支 援 金 を 受 給

し て い な い こ と 。 た だ し 、 移 住 支 援 金 を 全 額 返 還 し た 場 合 や 過 去 の

申 請 時 に １ ８ 歳 未 満 の 世 帯 員 だ っ た 者 が 、 ５ 年 以 上 経 過 し 、 １ ８ 歳

以 上 と なり 、 宮 城 県 及 び 名 取 市 が 認 め る場 合 を 除 く。  

（ ８ ）  県 実 施 要 領 第 ５ の １ （ １ ） の ② 、 ③ 、 ④ 及 び ⑤ の い ず れ か に 該 当 す

る こ と 。 な お 、 県 実 施 要 領 第 ５ の １ （ １ ） ④ の 場 合 は 、 次 の ア の 要 件 の

い ずれかに 該 当 し 、 かつ 、次 のイ の要 件 のい ずれ かに 該 当 す るこ と 。  

ア  支 給 対 象 者 の 要 件  

（ ア ）  名 取 市 が 参 加 す る 移 住 ・ 定 住 に 関 す る 相 談 会 等 に 相 談 し た 実

績 が あり 、 かつ 、 転 勤 、 出 向 等 、 所 属 先 企 業 等 か らの 命 令 に よ る 勤 務

地 の 変 更 では なく 、 自 ら の意 思 で 移 住 し た者  

（イ）  名 取 市 に 居 住 経 験 の ある 者  

（ウ）  名 取 市 にふ るさ と 納 税 を し た者  

イ 地 域 の 担 い 手 確 保 の要 件  

（ア ）  農 林 水 産 業 に就 業 す る者  

（イ）  家 業 等 へ 就 業 す る者  

（ウ）  県 内 で就 業 又 は 起 業 し てい る 者 （ 市 が認 めた 企 業 に 限 る ）  

（ エ ）  自 治 体 や 地 域 づ く り 団 体 等 が 関 わ る 地 域 づ く り 活 動 に 継 続 し て

参 加 する 意 向 があ る者  

（ ９ ）  そ の 他 市 及 び 宮 城 県 が 移 住 支 援 金 の 対 象 と し て 不 適 当 と 認 め

た者 でない こ と 。  

（ １ ０ ）  世 帯 の 申 請 を す る 場 合 に あ っ て は 、 県 実 施 要 領 第 ５ の １ （ １ ） ①

（エ） に該 当 す るこ と 。  

（ １ １ ）  １ ８ 歳 未 満 の 世 帯 員 の 加 算 を す る 場 合 に あ っ て は 、 県 実 施 要

領 第 ５の １（ １）① （ オ）に 該 当 す るこ と 。  

（支 給 の申 請 ）  

第 ４ 条  支 援 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 転
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入 後 １ 年 以 内 に 、 次 の 各 号 に 定 め る 書 類 を 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

らない 。  

 （ １）  全 員 が 提 出 必 須 の書 類  

  ア  申 請 書 （ 様 式 １ －１ ）  

  イ  写 真 付 き 本 人 確 認 書 類  

  ウ  移 住 元 の住 民 票 の除 票 の 写 し  

  エ  支 援 金 の 振 込 先 の預 金 通 帳 又 はキ ャ ッシ ュカ ー ド の写 し  

 （ ２ ）  東 京 ２ ３ 区 以 外 の 東 京 圏 か ら 東 京 ２ ３ 区 へ の 通 勤 者 の み 提 出 が

必 要 な書 類  

   東 京 ２ ３ 区 で 勤 務 し て い た 企 業 等 の 就 業 証 明 書 等 （ 移 住 元 で の 在

勤 地 、 在 勤 期 間 及 び 雇 用 保 険 の 被 保 険 者 で あ っ た こ と を 確 認 で き る

書 類 ）  

 （ ３ ）  東 京 ２ ３ 区 以 外 の 東 京 圏 か ら 東 京 ２ ３ 区 に 通 勤 し て い た 法 人 経

営 者 又 は 個 人 事 業 主 のみ提 出 が 必 要 な 書 類  

   開 業 届 出 済 証 明 書 等 （ 移 住 元 で の 在 勤 地 、 在 勤 期 間 を 確 認 で き る

書 類 ）  

 （ ４ ）  東 京 ２ ３ 区 以 外 の 東 京 圏 か ら 東 京 ２ ３ 区 へ の 通 学 期 間 を 本 事 業

の移 住 元 と し て の 対 象 期 間 に算 入 す る場 合 のみ 提 出 が 必 要 な書 類  

  ア  卒 業 証 明 書 等 （ 在 学 期 間 や卒 業 校 を 確 認 で きる 書 類 ）  

  イ  東 京 ２ ３ 区 で 勤 務 し て い た 企 業 等 の 就 業 証 明 書 等 （ 移 住 元 で の

在 勤 地 、 在 勤 期 間 及 び 雇 用 保 険 の 被 保 険 者 で あ っ た こ と を 確 認 で き

る書 類 ）  

 （ ５）  世 帯 向 け の 金 額 を 申 請 する 場 合 に 必 要 な書 類  

   移 住 元 で同 一 世 帯 であ ったこ と が 分 か る住 民 票 の除 票 の 写 し  

 （ ６）  １ ８ 歳 未 満 の世 帯 員 の 加 算 を 申 請 する 場 合 に 必 要 な 書 類  

   移 住 元 で 同 一 世 帯 で あ っ た こ と が 分 か る 住 民 票 の 除 票 の 写 し （ た だ

し 転 入 時 点 にお い て胎 児 で あ った 場 合 は 母 子 健 康 手 帳 の 写 し ）  

 （ ７）  就 業 に 関 す る要 件 を 満 たす 申 請 者 のみ提 出 が 必 要 な 書 類  

   就 業 証 明 書 （ 移 住 支 援 金 の 申 請 用 ）（様 式 １－ ２ －１）  

 （ ８）  テ レ ワー クに 関 す る要 件 を 満 た す申 請 者 のみ提 出 が必 要 な 書 類  
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  ア  就 業 証 明 書 （ 移 住 支 援 金 の 申 請 書 用 ） ※ テ レ ワ ー ク 用 （ 様 式 １ －

２－ ２）（ 個 人 事 業 主 ・ フリ ーラ ンス 以 外 の 場 合 に限 る）  

イ  就 業 時 間 の 証 明 書 （ 移 住 支 援 金 （ テ レ ワ ー ク ） の 申 請 （ 報 告 ） 用 ）

（様 式 １－ ２－ ３） （ 個 人 事 業 主 ・ フリ ー ランス の場 合 に 限 る ） 

 （ ９）  移 住 支 援 金 （ 起 業 の 場 合 ） 申 請 者 のみ 提 出 が 必 要 な書 類  

   起 業 支 援 金 の 交 付 決 定 通 知 書  

 （ １０ ）  関 係 人 口 に関 す る 要 件 の申 請 者 のみ提 出 が 必 要 な 書 類  

  ア  移 住 支 援 金 関 係 人 口 申 告 書 （ 様 式 １－ ８）  

  イ  開 業 届 （ 県 内 で 起 業 し てい る 場 合 に限 る）  

  ウ  就 業 証 明 書 （県 内 で 就 業 し てい る場 合 に 限 る）  

  エ  地 域 づ く り 団 体 等 所 属 証 明 書 （ 自 治 体 や 地 域 づ く り 団 体 等 が 関

わる 地 域 づ くり 活 動 に参 加 す る意 向 が ある 場 合 に限 る）  

（支 給 の決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 に 基 づ き 、 支 給 を 決 定 し た と き は 、

移 住 支 援 金 交 付 決 定 通 知 書 兼 額 の 確 定 通 知 （ 様 式 １ － ３ ） に よ り 、

支 給 し な い こ と を 決 定 し た と き は 移 住 支 援 金 不 支 給 決 定 通 知 書 に よ り 、

申 請 者 に 通 知 す る ものと す る 。  

（支 給 の方 法 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、支 援 金 の全 額 を 一 括 で支 給 す る 。  

２  支 給 は 原 則 と し て、 口 座 振 込 と す る 。  

（支 給 の決 定 の 取 り 消 し 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 第 ５ 条 の規 定 に より 支 援 金 の 支 給 の 決 定 の通 知 を 受 け

た 者 が 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 支 援 金 の 支 給 を 受 け た と 認 め ら れ

ると きは 、 支 給 決 定 を 取 り 消 すと と もに 、申 請 者 に 通 知 す るも のと す る。  

 （ 支 援 金 の 返 還 ）  

第 ８ 条  支 援 金 の 支 給 を 受 け た 者 が 、 次 の 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で の い ず

れ か に 該 当 す る と き は 支 援 金 の 全 額 を 、 第 ５ 号 に 該 当 す る と き は 支 援

金 の 半 額 を 、市 長 が別 に 指 示 す る方 法 に より 返 還 し なけ ればな らない 。  

(１ )  虚 偽 の 申 請 等 を し た場 合 。  

(２ )  支 援 金 の 申 請 日 から ３ 年 未 満 に宮 城 県 外 に 転 出 し た場 合 。  
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( ３ )  （ 就 業 の 場 合 の み ） 支 援 金 の 申 請 日 か ら １ 年 以 内 に 支 援 金 の 要

件 を 満 たす 職 を 辞 し た場 合 。  

(４ )  起 業 支 援 事 業 に 係 る 交 付 決 定 を 取 り 消 さ れ た場 合 。  

（ ５ ）  移 住 支 援 金 の 申 請 日 か ら ３ 年 以 上 ５ 年 以 内 に 宮 城 県 外 に 転 出

し た場 合 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より 支 援 金 を 返 還 し なけ れ ば な ら ない 受 給 者 に

対 し 、 様 式 １－ ７ 等 により 支 援 金 の 返 還 を 請 求 す るも のと する 。  

 （ 支 援 金 の 返 還 免 除 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 支 援 金 を 返 還 し な け れ ば な ら な い 受

給 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 支 援 金 の 全 部 の 返 還

を 免 除 す るこ と が で きる 。  

(１ )  就 業 先 の 企 業 等 が倒 産 し たと き。  

( ２ )  精 神 又 は 身 体 に 著 し い 障 害 が 発 生 し 、 か つ 、 市 の 居 住 継 続 が 医

療 行 為 の 妨 げ にな ると 認 め ら れると き。  

(３ )  災 害 その 他 や むを 得 ない 事 由 が 生 じ たこ と を 市 長 が 認 め ると き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 、 支 援 金 の 返 還 免 除 を 希 望 す る 者 は 、移 住 支 援 金

返 還 免 除 申 請 書 （ 様 式 １－ ４）を 市 長 に提 出 し なけ れ ばな らない 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 の 審 査 及 び

必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 そ の 他 の 審 査 を 行 い 、 そ の 結 果 を 移 住 支 援 金

返 還 免 除 可 否 決 定 通 知 書 （ 様 式 １ － ５ ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の

と する 。  

（住 所 変 更 の 届 出 ） 

第 １ ０ 条  支 援 金 の 申 請 か ら ５ 年 以 内 に 他 の 市 町 村 へ 転 出 す る と き は 、

住 所 変 更 の届 出 （ 様 式 １－ ６）を 市 長 に提 出 し なけ れ ばな らない 。  

（立 入 検 査 等 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 本 事 業 が 適 切 に 実 施 さ れ た か ど う か 及 び 本 事 業 の 効

果 を 確 認 す る た め 、 支 給 者 に 対 し 、 必 要 な 事 項 の 報 告 を 求 め 、 又 は 関

係 す る場 所 への 立 入 調 査 を 行 う こ と が でき る 。  

（委 任 ）  

第 １ ２ 条  こ の要 綱 に定 め る ものの ほか 、必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る。  
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附  則  

こ の告 示 は 、令 和 ４ 年 ４ 月 １日 か ら 施 行 す る。  

附  則  

（施 行 期 日 ）  

１  こ の告 示 は 、 令 和 ５ 年 ４月 １日 か ら 施 行 する 。  

（経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 に よる 改 正 後 の 名 取 市 移 住 支 援 金 支 給 要 綱 の規 定 は令 和

５ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 適 用 し 、 同 日 前 の 転 入 者 に つ い て は な お 、 従 前 の 例

によ る。  

附  則  

こ の告 示 は 、令 和 ５ 年 ９ 月 １日 か ら 施 行 す る。  

附  則  

（施 行 期 日 ）  

１  こ の告 示 は 、 令 和 ７ 年 ４月 １日 か ら 施 行 する 。  

（経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 に よる 改 正 後 の 名 取 市 移 住 支 援 金 支 給 要 綱 の規 定 は令 和

７ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 適 用 し 、 同 日 前 の 転 入 者 に つ い て は な お 、 従 前 の 例

によ る。  

    附  則  

 こ の 告 示 は、 令 和 ７年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る。  


